
政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人 富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月２日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

令和５年度地域振興功労・町内会長感謝状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   市民生活部地域コミュニティ推進課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月２日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ７，５１０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人自立生活支援センター富山 富山生きる場セ

ンターから役務の提供を受ける契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を

締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の

２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月３日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 令和５年度富山市模範更生障害者表彰に係る賞状の印刷業務 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部障害福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年９月２９日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市今泉町３１２番地 

特定非営利活動法人自立生活支援センター富山 

富山生きる場センター 

 

 ５ 契約金額 

   ３，８５０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



 

政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

 令和５年１０月１０日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 税についての作品「市長賞」表彰状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   富山市財務部納税課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月１０日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ９，８１０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 
 
 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 
 
  令和５年 １０月 １０日 
 

富山市長  藤 井 裕 久 
 
 １ 契約の件名 
   安養坊自転車保管所草刈業務委託 
 
 ２ 随意契約を締結した課室の名称 
   活力都市創造部交通政策課 
 
 ３ 契約の相手方を決定した日 
   令和５年１０月１０日 
 
 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

富山市五福３９９４番地 
公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 
 ５ 契約金額 
   ５８，０２８円 
 
 ６ 随意契約の理由 
   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す 
  るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表）  

 

 富山市が、公益社団法人シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約

について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成

１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月１２日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 富山市指定史跡・天然記念物（八尾地域）整備業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   教育委員会生涯学習課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月１２日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   １１８，８４６円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 
 



 政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月１３日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 契約の件名 

 宮川保育所・婦中熊野保育所草刈業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   こども家庭部こども支援課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月１０日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

   公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   １９６，５４４円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す 

るため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月２０日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 契約の件名 

 感謝状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   こども家庭部こども保育課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月２０日  

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ３，２７０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、社会福祉法人富山市社会福祉協議会から物品の買い入れを受ける

契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表す

る。 

 

  令和５年１０月２７日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 令和５年度富山市模範更生障害者表彰式記念品（グラス） 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部障害福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月２０日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市今泉８３番地１ 社会福祉法人富山市社会福祉協議会 

 

 ５ 契約金額 

   ５，５００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 
 

富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 
 
 令和５年１０月３０日 
 

富山市長  藤 井 裕 久     
 
１ 契約の件名 

感謝状筆耕手数料 
 
２ 随意契約を締結した課室の名称 
  福祉保健部福祉政策課 
 
３ 契約の相手方を決定した日 
  令和５年１０月３０日 
 
４ 契約の相手方の住所及び名称 
  富山市五福３９９４番地 
  公益社団法人 富山市シルバー人材センター 
 
５ 契約金額 
  ５０１円 
 
６ 随意契約の理由 
  本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する

ため。 
 
 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月３０日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 契約の件名 

  富山市優良農林漁業者表彰に係る表彰状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

    農林水産部農政企画課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

    令和５年１０月２５日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

    富山市五福３９９４番地 

    公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

    １，８６３円 

 

 ６ 随意契約の理由 

    本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当

するため。 

 

 
 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 
 

富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 
 
 令和５年１０月３０日 
 

富山市長  藤 井 裕 久     
 
１ 契約の件名 

感謝状筆耕手数料 
 
２ 随意契約を締結した課室の名称 
  福祉保健部福祉政策課 
 
３ 契約の相手方を決定した日 
  令和５年１０月３０日 
 
４ 契約の相手方の住所及び名称 
  富山市五福３９９４番地 
  公益社団法人 富山市シルバー人材センター 
 
５ 契約金額 
  ５０１円 
 
６ 随意契約の理由 
  本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する

ため。 
 
 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月３１日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 感謝状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部生活支援課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月２６日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ３，２７０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人れいんぼーみさきから役務の提供を受ける契

約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則

（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和５年１０月３１日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 点字の打刻作業 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部 障害福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和５年１０月２７日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市針原中町９０５番地 

   特定非営利活動法人れいんぼーみさき 

    地域活動支援センターれいんぼーみさき 

 

 ５ 契約金額 

   ９，４６０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 


